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組合員各位 

 

                     日野川流域土地改良区 

   

賦課金指定口座自動振替による納入者への領収証送付廃止について 

 

これまで賦課金を指定口座自動振替により、納入された方に領収証を発行していました

が、納入額は預金通帳の記帳で確認できること、他の関係土地改良区でも領収証の発送をさ

れていないことなどを総合的に勘案し、領収証の発行は原則廃止させて頂きますのでご理

解賜りますようお願いします。 

 なお、金融機関や土地改良区窓口及び地元一括納入される場合は、従来どおり領収

証を発行します。 

 

記 

 

※確定申告の際は、送付済みの口座振替通知書と口座振替した事実が確認できるよう記

帳した預金通帳を提示ください。 
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